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上尾市議会へようこそ！
　10月２日、平方東小学校の３年生の児童ら34人が、上尾市役所
の庁舎見学に訪れました。
　市役所を巡りながら、普段どのような仕事をしているかを学んだ
後、 議場の傍聴席に入って上尾市議会に関する説明を聞きました。
　初めて見る議場に、子どもたちから「きれい！」と歓声が上がり
ました。
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Pick
 Up

※その他の議案や議決結果については、５ページ「令和元年９月定例会提出議案・請願とその結果」
　をご参照ください。

令和元年９月定例会

審議された主な議案

９月定例会で審議した議案は、市長提
出議案36件、議員提出議案１件、委員会
提出議案１件の計38件で、このうち決算
認定議案６件を除く31件を原案のとおり
可決・承認・同意し、１件を否決しまし
た。また、６月定例会から継続審査となっ
ていた議案１件を否決しました。

AGEO CITY No.191令和元年 11 月号 / 議会だより

議案第22号　平成31年度上尾市一般会計補正予算（第４号）

平成31年度上尾市一般会計補正予算を可決
歳入歳出補正額 1億7415万円

議案第43号　財産の取得について

はしご付き消防ポンプ自動車を更新整備
　東消防署に配備している 38 メートル級のはしご車
を30 メートル級のはしご車に更新。
　これにより、道路幅や電線などにより今まで進入が
困難だった建物にも近づくことができ、迅速な活動が
可能となる。

　社会福祉法人あげお福祉会が整備する障害福祉サービス事業所（就労継続支援Ｂ型）
の整備費用を補助（2513 万 6000 円）
　　　　　 グリーンドア（就労継続支援Ｂ型事業所／定員30 人）
　　　　　 ※同建物に障害者生活支援センター「杜の家」も併設
　　　　　 緑丘二丁目512 番地 11,12
　　　　　 鉄骨３階建て・延べ床面積約724 ㎡（うち約572 ㎡がグリーンドア）
　　　　　 令和２年４月

○社会福祉施設の整備に要する費用の一部を補助

更新予定のはしご車

９
月
定
例
会
の
動
き

９
月
定
例
会
の
動
き

８
月
30
日

８
月
30
日開

会
、
市
長
提
出
議
案

の
上
程
お
よ
び
説
明
、

監
査
報
告

本
会
議

提
出
議
案
に
対
す
る
質

疑
、
決
算
特
別
委
員
会

の
設
置
、
委
員
会
付
託

決
算
特
別
委
員
会

委
員
会

９
月
４
日

９
月
４
日

本
会
議

一
般
質
問

９
月
10・11・12・13・17
日

９
月
10・11・12・13・17
日

本
会
議

総
務
・
都
市
整
備
消
防

常
任
委
員
会

９
月
５
日

９
月
５
日

委
員
会

文
教
経
済
・
健
康
福
祉

常
任
委
員
会

９
月
６
日

９
月
６
日

委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

９
月
９
日

９
月
９
日

委
員
会

委
員
長
報
告
・
討
論
・

採
決
、
議
員
提
出
議
案

お
よ
び
委
員
会
提
出
議

案
の
上
程
・
採
決
、
閉

会

９
月
20
日

９
月
20
日

本
会
議

【施 設 名】

【所 在 地】
【 建 物 】
【開所予定】



否決
職員倫理条例は

全議員によって

【委員会での主な意見】
・新たに発覚した小敷谷ブロック工事
への公金不正支出の問題は、所属長ら
が不当要求行為を黙認したとされてい
る。条例案は不当要求行為があった際
は基本的に所属長に報告するとしてい
るが、そうした対応ではこの問題は防
げない。
・不当要求行為を受けた職員は「上司
に相談することが適当でないとき」に
限定して審査会に通報できるとしてい
るが、この枠組みをなくし、直接通報
できる仕組みが必要である。

　令和元年６月定例会の総務常任委員
会で閉会中の継続審査となった「議案
第４号　上尾市職員倫理条例の制定に
ついて」は、同委員会で８月９・26 日、
９月５日に審査を行い、９月定例会の
本会議最終日に採決した結果、賛成者
なく、否決となりました。
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共
産
党　
閉
会
中
の
継
続
審
査
の
決
定

後
に
、
新
た
な
公
金
支
出
不
正
問
題
が

明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
市
は
修
正
な
ど

の
対
応
を
し
て
い
な
い
。
常
に
第
三
者

の
審
査
会
に
通
報
す
る
こ
と
を
基
本
的

な
仕
組
み
と
す
べ
き
で
あ
る
。

政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム　
不
当
要
求
行
為
を

告
発
し
た
職
員
に
対
し
報
告
が
な
く
も

み
消
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

百
条
委
員
会
で
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え

な
け
れ
ば
効
果
的
な
条
例
に
で
き
な
い
。

■
教
育
委
員
会
委
員
に
中
野
住
衣
氏

　
教
育
委
員
会
委
員
・
中
野
住
衣
氏
の

任
期
は
、
令
和
元
年
11
月
19
日
で
満
了

と
な
る
が
、
同
氏
を
再
び
任
命
す
る
こ

と
に
つ
い
て
同
意
を
求
め
ら
れ
、
全
会

一
致
で
同
意
し
ま
し
た
。

を
求
め
る
も
の
。
現
状
、
本
会
議
の
映

像
で
は
議
員
名
は
表
示
さ
れ
る
が
、
執

行
部
職
員
は
役
職
名
の
み
が
表
記
さ
れ

る
。
委
員
会
の
映
像
で
は
、
議
員
・
執

行
部
と
も
に
発
言
者
の
表
記
は
な
い
。

委
員　
氏
名
表
記
を
入
れ
る
の
に
、
ど

の
く
ら
い
の
コ
ス
ト
が
掛
か
る
の
か
。

答　
本
会
議
の
映
像
は
、
新
た
な
費
用

は
掛
か
ら
な
い
。
委
員
会
の
映
像
は
、

職
員
体
制
の
問
題
や
、
画
面
に
氏
名
の

テ
ロ
ッ
プ
を
表
記
す
る
こ
と
で
、
見
づ

ら
く
な
る
こ
と
な
ど
が
懸
念
さ
れ
る
。

市
長
の
給
与
及
び
副
市
長
の
給
与
の
減

額
支
給
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
公

金
不
正
支
出
に
つ
い
て
、
責
任
を
と
る

と
い
う
姿
勢
を
市
民
に
示
す
た
め
、
早

期
に
減
額
支
給
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

平
成
31
年
度
上
尾
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
４
号
）
お
よ
び
上
尾
市
森
林
環

境
譲
与
税
基
金
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

共
産
党　
森
林
環
境
税
は
国
民
一
人
当

た
り
１
０
０
０
円
を
徴
収
す
る
税
制
で
、

市
民
負
担
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
森
林

監
査
委
員
は
地
方
自
治
法
で
３
人
の
う

ち
１
人
を
議
員
か
ら
選
任
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
法
改

正
に
よ
り
、
議
員
を
置
か
な
い
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
独
立
性
・
専
門
性
を
よ

り
担
保
す
る
た
め
、
県
内
市
町
村
と
し

て
は
い
ち
早
く
議
員
枠
を
廃
止
す
る
も

の
で
す
。

〈
メ
モ
〉
上
尾
医
療
セ
ン
タ
ー
の
除
却

に
伴
い
、
新
た
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
を
整
備
す
る
「
社
会
福
祉
法
人

あ
げ
お
福
祉
会
」
に
対
し
補
助
金
を
交

付
す
る
も
の
。

委
員　
今
回
の
事
業
所
整
備
費
の
総
額

は
。
そ
の
う
ち
、
あ
げ
お
福
祉
会
の
負

担
す
る
金
額
は
ど
の
く
ら
い
か
。

答　
建
物
の
建
設
費
が
約
３
億
円
で
あ

り
、
そ
の
う
ち
、
約
１
億
円
が
あ
げ
お

福
祉
会
の
負
担
と
聞
い
て
い
る
。

〈
メ
モ
〉
議
会
中
継
（
ラ
イ
ブ
中
継
、

録
画
）
の
全
て
の
発
言
者
に
氏
名
表
記

環
境
譲
与
税
の
配
分
基
準
は
、
人
口
の

割
合
が
林
業
従
事
者
数
の
割
合
よ
り
優

先
さ
れ
、
都
市
部
に
多
く
配
分
さ
れ
る

と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。

上
尾
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

共
産
党　
居
宅
以
外
の
家
庭
的
保
育
事

業
者
の
自
園
調
理
に
関
す
る
経
過
措
置

は
、
経
過
措
置
期
間
の
延
長
で
は
な
く
、

場
所
や
費
用
の
解
決
に
努
め
、
自
園
調

理
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

上
尾
市
つ
く
し
学
園
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

共
産
党　
３
歳
児
未
満
の
来
年
度
の
利

用
者
負
担
は
、
一
部
の
利
用
者
が
引
き

上
げ
に
な
る
こ
と
か
ら
反
対
す
る
。

市
長
の
給
与
及
び
副
市
長
の
給
与
の
減

額
支
給
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て共
産
党　
今
回
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
公
金

不
正
支
出
問
題
の
実
行
行
為
を
し
た
職

員
は
い
ま
だ
に
処
分
さ
れ
て
お
ら
ず
、

理
由
は
「
百
条
委
員
会
で
の
協
議
を
注

視
し
な
が
ら
、
懲
戒
審
査
委
員
会
で
審

査
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
百

条
委
員
会
の
報
告
を
待
ち
、
関
係
職
員

と
市
長
、
副
市
長
の
処
分
を
同
時
に
提

案
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
る
。

上
尾
市
職
員
倫
理
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

の
利
用
を
中
止
し
、
当
該
施
設
の
使
用

料
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
。

委
員　
今
ま
で
の
利
用
状
況
は
。
ま
た
、

代
替
施
設
は
確
保
し
て
い
る
の
か
。

答　
平
成
30
年
度
ま
で
の
過
去
５
年
間

の
平
均
利
用
実
績
は
、
開
放
日
数
74
日

に
対
し
、
利
用
日
数
は
13
日
で
、
利
用

率
は
17
・
５
％
で
あ
る
。
な
お
、
令
和

２
年
４
月
か
ら
平
塚
サ
ッ
カ
ー
場
に
夜

間
照
明
施
設
を
設
置
予
定
で
あ
る
。

〈
メ
モ
〉
小
敷
谷
地
内
フ
ェ
ン
ス
ブ
ロ

ッ
ク
擁
壁
撤
去
・
新
設
工
事
に
お
け
る

不
適
正
な
事
務
執
行
の
管
理
監
督
責
任

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
市
長
は
３
カ

月
間
、
副
市
長
は
２
カ
月
間
の
給
与
を

そ
れ
ぞ
れ
１
０
０
分
の
10
相
当
減
額
す

る
も
の
。

委
員　
「
不
適
正
な
事
務
執
行
の
管
理
監

督
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
は
。

答　
内
部
調
査
委
員
会
の
調
査
報
告
書

で
、
民
地
の
ブ
ロ
ッ
ク
撤
去
・
新
設
は

法
律
上
、
公
費
で
負
担
す
る
必
要
が
な

い
と
し
て
、
不
適
正
な
契
約
事
務
が
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
組
織
の
長

と
し
て
責
任
を
痛
感
し
、
提
案
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
総
務
、
都
市
整
備
消
防
、
文
教
経
済
、

健
康
福
祉
の
各
常
任
委
員
会
お
よ
び
議

会
運
営
委
員
会
は
、
付
託
さ
れ
た
議
案

な
ど
を
審
査
し
ま
し
た
。
以
下
、
審
査

の
過
程
で
出
さ
れ
た
主
な
質
疑
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

〈
メ
モ
〉
平
成
12
年
度
に
東
消
防
署
に

配
備
し
た
、
は
し
ご
付
き
消
防
ポ
ン
プ

自
動
車
を
更
新
す
る
も
の
。

委
員　
現
在
、
市
で
配
備
し
て
い
る
は

し
ご
車
の
台
数
と
更
新
予
定
は
。

答　
現
在
、
２
台
配
備
し
て
お
り
、
こ

の
う
ち
東
消
防
署
に
配
備
し
て
い
る
１

台
が
今
回
更
新
と
な
っ
た
。
西
消
防
署

に
配
備
し
て
い
る
も
う
１
台
の
は
し
ご

車
は
、
令
和
９
年
に
更
新
予
定
で
あ
る
。

〈
メ
モ
〉
東
小
学
校
の
夜
間
照
明
施
設

の
老
朽
化
に
よ
り
、
10
月
末
日
で
施
設

委
員　
議
会
で
は
百
条
委
員
会
を
設
置

し
て
い
る
。
そ
の
調
査
結
果
に
基
づ
き
、

全
体
的
な
状
況
が
把
握
で
き
た
段
階
で

結
論
を
出
す
の
が
一
般
的
な
流
れ
だ
と

考
え
る
が
、
こ
の
時
期
に
本
条
例
を
提

案
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

答　
事
件
発
覚
を
受
け
、
失
わ
れ
た
市

民
の
信
頼
回
復
に
向
け
て
早
急
に
再
発

防
止
の
取
り
組
み
を
進
め
る
中
で
、
組

織
と
し
て
、
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

責
任
者
で
あ
る
市
長
・
副
市
長
の
給
与

を
減
額
す
る
条
例
を
提
案
し
た
。

　
委
員
か
ら
「
覚
悟
を
も
っ
て
提
出
さ

れ
た
条
例
が
こ
の
程
度
の
内
容
で
あ
る

こ
と
は
、
早
期
幕
引
き
を
意
図
し
て
い

る
よ
う
に
感
じ
、
誠
実
さ
が
感
じ
ら
れ

な
い
」「
百
条
委
員
会
を
踏
ま
え
た
上
で

監
督
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
り
、
時

期
尚
早
で
あ
る
」「
百
条
委
員
会
の
報
告

を
待
ち
、
関
係
職
員
と
市
長
・
副
市
長

の
処
分
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
妥
当
で

あ
る
」「
百
条
委
員
会
で
他
の
責
任
が
明

ら
か
に
な
っ
た
際
は
、
改
め
て
市
長
・

副
市
長
の
責
任
に
つ
い
て
検
討
し
対
応

す
る
も
の
と
受
け
止
め
て
い
る
」
な
ど

の
意
見
が
出
さ
れ
た
後
、
採
決
し
た
結

果
、
賛
成
少
数
に
よ
り
本
議
案
は
否
決

さ
れ
ま
し
た
。

※

本
会
議
の
採
決
状
況
は
５
ペ
ー
ジ
を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
総
務
常
任
委
員
会
か
ら
「
上
尾
市
監

査
委
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」
が
提
出

さ
れ
、全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

都
市
整
備
消
防
常
任
委
員
会

財産の取得
は
し
ご
付
き
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車

を
取
得

文
教
経
済
常
任
委
員
会

条例制定
東
小
学
校
屋
外
運
動
場
の

夜
間
照
明
施
設
の
利
用
が
中
止
に

委
員
会
審
査
か
ら

総
務
常
任
委
員
会

条例制定
市
長
・
副
市
長
の
給
与
減
額
条
例

を
審
査

市
長
の
給
与
及
び
副
市
長
の
給
与
の
　

減
額
支
給
に
関
す
る
条
例
は
否
決

議
選
監
査
委
員
を
廃
止
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共
産
党　
閉
会
中
の
継
続
審
査
の
決
定

後
に
、
新
た
な
公
金
支
出
不
正
問
題
が

明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
市
は
修
正
な
ど

の
対
応
を
し
て
い
な
い
。
常
に
第
三
者

の
審
査
会
に
通
報
す
る
こ
と
を
基
本
的

な
仕
組
み
と
す
べ
き
で
あ
る
。

政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム　
不
当
要
求
行
為
を

告
発
し
た
職
員
に
対
し
報
告
が
な
く
も

み
消
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

百
条
委
員
会
で
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え

な
け
れ
ば
効
果
的
な
条
例
に
で
き
な
い
。

■
教
育
委
員
会
委
員
に
中
野
住
衣
氏

　
教
育
委
員
会
委
員
・
中
野
住
衣
氏
の

任
期
は
、
令
和
元
年
11
月
19
日
で
満
了

と
な
る
が
、
同
氏
を
再
び
任
命
す
る
こ

と
に
つ
い
て
同
意
を
求
め
ら
れ
、
全
会

一
致
で
同
意
し
ま
し
た
。

を
求
め
る
も
の
。
現
状
、
本
会
議
の
映

像
で
は
議
員
名
は
表
示
さ
れ
る
が
、
執

行
部
職
員
は
役
職
名
の
み
が
表
記
さ
れ

る
。
委
員
会
の
映
像
で
は
、
議
員
・
執

行
部
と
も
に
発
言
者
の
表
記
は
な
い
。

委
員　
氏
名
表
記
を
入
れ
る
の
に
、
ど

の
く
ら
い
の
コ
ス
ト
が
掛
か
る
の
か
。

答　
本
会
議
の
映
像
は
、
新
た
な
費
用

は
掛
か
ら
な
い
。
委
員
会
の
映
像
は
、

職
員
体
制
の
問
題
や
、
画
面
に
氏
名
の

テ
ロ
ッ
プ
を
表
記
す
る
こ
と
で
、
見
づ

ら
く
な
る
こ
と
な
ど
が
懸
念
さ
れ
る
。

市
長
の
給
与
及
び
副
市
長
の
給
与
の
減

額
支
給
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
公

金
不
正
支
出
に
つ
い
て
、
責
任
を
と
る

と
い
う
姿
勢
を
市
民
に
示
す
た
め
、
早

期
に
減
額
支
給
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

平
成
31
年
度
上
尾
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
４
号
）
お
よ
び
上
尾
市
森
林
環

境
譲
与
税
基
金
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

共
産
党　
森
林
環
境
税
は
国
民
一
人
当

た
り
１
０
０
０
円
を
徴
収
す
る
税
制
で
、

市
民
負
担
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
森
林

監
査
委
員
は
地
方
自
治
法
で
３
人
の
う

ち
１
人
を
議
員
か
ら
選
任
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
法
改

正
に
よ
り
、
議
員
を
置
か
な
い
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
独
立
性
・
専
門
性
を
よ

り
担
保
す
る
た
め
、
県
内
市
町
村
と
し

て
は
い
ち
早
く
議
員
枠
を
廃
止
す
る
も

の
で
す
。

〈
メ
モ
〉
上
尾
医
療
セ
ン
タ
ー
の
除
却

に
伴
い
、
新
た
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
を
整
備
す
る
「
社
会
福
祉
法
人

あ
げ
お
福
祉
会
」
に
対
し
補
助
金
を
交

付
す
る
も
の
。

委
員　
今
回
の
事
業
所
整
備
費
の
総
額

は
。
そ
の
う
ち
、
あ
げ
お
福
祉
会
の
負

担
す
る
金
額
は
ど
の
く
ら
い
か
。

答　
建
物
の
建
設
費
が
約
３
億
円
で
あ

り
、
そ
の
う
ち
、
約
１
億
円
が
あ
げ
お

福
祉
会
の
負
担
と
聞
い
て
い
る
。

〈
メ
モ
〉
議
会
中
継
（
ラ
イ
ブ
中
継
、

録
画
）
の
全
て
の
発
言
者
に
氏
名
表
記

環
境
譲
与
税
の
配
分
基
準
は
、
人
口
の

割
合
が
林
業
従
事
者
数
の
割
合
よ
り
優

先
さ
れ
、
都
市
部
に
多
く
配
分
さ
れ
る

と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。

上
尾
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

共
産
党　
居
宅
以
外
の
家
庭
的
保
育
事

業
者
の
自
園
調
理
に
関
す
る
経
過
措
置

は
、
経
過
措
置
期
間
の
延
長
で
は
な
く
、

場
所
や
費
用
の
解
決
に
努
め
、
自
園
調

理
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

上
尾
市
つ
く
し
学
園
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

共
産
党　
３
歳
児
未
満
の
来
年
度
の
利

用
者
負
担
は
、
一
部
の
利
用
者
が
引
き

上
げ
に
な
る
こ
と
か
ら
反
対
す
る
。

市
長
の
給
与
及
び
副
市
長
の
給
与
の
減

額
支
給
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て共
産
党　
今
回
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
公
金

不
正
支
出
問
題
の
実
行
行
為
を
し
た
職

員
は
い
ま
だ
に
処
分
さ
れ
て
お
ら
ず
、

理
由
は
「
百
条
委
員
会
で
の
協
議
を
注

視
し
な
が
ら
、
懲
戒
審
査
委
員
会
で
審

査
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
百

条
委
員
会
の
報
告
を
待
ち
、
関
係
職
員

と
市
長
、
副
市
長
の
処
分
を
同
時
に
提

案
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
る
。

上
尾
市
職
員
倫
理
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

の
利
用
を
中
止
し
、
当
該
施
設
の
使
用

料
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
。

委
員　
今
ま
で
の
利
用
状
況
は
。
ま
た
、

代
替
施
設
は
確
保
し
て
い
る
の
か
。

答　
平
成
30
年
度
ま
で
の
過
去
５
年
間

の
平
均
利
用
実
績
は
、
開
放
日
数
74
日

に
対
し
、
利
用
日
数
は
13
日
で
、
利
用

率
は
17
・
５
％
で
あ
る
。
な
お
、
令
和

２
年
４
月
か
ら
平
塚
サ
ッ
カ
ー
場
に
夜

間
照
明
施
設
を
設
置
予
定
で
あ
る
。

〈
メ
モ
〉
小
敷
谷
地
内
フ
ェ
ン
ス
ブ
ロ

ッ
ク
擁
壁
撤
去
・
新
設
工
事
に
お
け
る

不
適
正
な
事
務
執
行
の
管
理
監
督
責
任

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
市
長
は
３
カ

月
間
、
副
市
長
は
２
カ
月
間
の
給
与
を

そ
れ
ぞ
れ
１
０
０
分
の
10
相
当
減
額
す

る
も
の
。

委
員　
「
不
適
正
な
事
務
執
行
の
管
理
監

督
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
は
。

答　
内
部
調
査
委
員
会
の
調
査
報
告
書

で
、
民
地
の
ブ
ロ
ッ
ク
撤
去
・
新
設
は

法
律
上
、
公
費
で
負
担
す
る
必
要
が
な

い
と
し
て
、
不
適
正
な
契
約
事
務
が
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
組
織
の
長

と
し
て
責
任
を
痛
感
し
、
提
案
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
総
務
、
都
市
整
備
消
防
、
文
教
経
済
、

健
康
福
祉
の
各
常
任
委
員
会
お
よ
び
議

会
運
営
委
員
会
は
、
付
託
さ
れ
た
議
案

な
ど
を
審
査
し
ま
し
た
。
以
下
、
審
査

の
過
程
で
出
さ
れ
た
主
な
質
疑
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

〈
メ
モ
〉
平
成
12
年
度
に
東
消
防
署
に

配
備
し
た
、
は
し
ご
付
き
消
防
ポ
ン
プ

自
動
車
を
更
新
す
る
も
の
。

委
員　
現
在
、
市
で
配
備
し
て
い
る
は

し
ご
車
の
台
数
と
更
新
予
定
は
。

答　
現
在
、
２
台
配
備
し
て
お
り
、
こ

の
う
ち
東
消
防
署
に
配
備
し
て
い
る
１

台
が
今
回
更
新
と
な
っ
た
。
西
消
防
署

に
配
備
し
て
い
る
も
う
１
台
の
は
し
ご

車
は
、
令
和
９
年
に
更
新
予
定
で
あ
る
。

〈
メ
モ
〉
東
小
学
校
の
夜
間
照
明
施
設

の
老
朽
化
に
よ
り
、
10
月
末
日
で
施
設

委
員　
議
会
で
は
百
条
委
員
会
を
設
置

し
て
い
る
。
そ
の
調
査
結
果
に
基
づ
き
、

全
体
的
な
状
況
が
把
握
で
き
た
段
階
で

結
論
を
出
す
の
が
一
般
的
な
流
れ
だ
と

考
え
る
が
、
こ
の
時
期
に
本
条
例
を
提

案
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

答　
事
件
発
覚
を
受
け
、
失
わ
れ
た
市

民
の
信
頼
回
復
に
向
け
て
早
急
に
再
発

防
止
の
取
り
組
み
を
進
め
る
中
で
、
組

織
と
し
て
、
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

責
任
者
で
あ
る
市
長
・
副
市
長
の
給
与

を
減
額
す
る
条
例
を
提
案
し
た
。

　
委
員
か
ら
「
覚
悟
を
も
っ
て
提
出
さ

れ
た
条
例
が
こ
の
程
度
の
内
容
で
あ
る

こ
と
は
、
早
期
幕
引
き
を
意
図
し
て
い

る
よ
う
に
感
じ
、
誠
実
さ
が
感
じ
ら
れ

な
い
」「
百
条
委
員
会
を
踏
ま
え
た
上
で

監
督
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
り
、
時

期
尚
早
で
あ
る
」「
百
条
委
員
会
の
報
告

を
待
ち
、
関
係
職
員
と
市
長
・
副
市
長

の
処
分
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
妥
当
で

あ
る
」「
百
条
委
員
会
で
他
の
責
任
が
明

ら
か
に
な
っ
た
際
は
、
改
め
て
市
長
・

副
市
長
の
責
任
に
つ
い
て
検
討
し
対
応

す
る
も
の
と
受
け
止
め
て
い
る
」
な
ど

の
意
見
が
出
さ
れ
た
後
、
採
決
し
た
結

果
、
賛
成
少
数
に
よ
り
本
議
案
は
否
決

さ
れ
ま
し
た
。

※

本
会
議
の
採
決
状
況
は
５
ペ
ー
ジ
を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
総
務
常
任
委
員
会
か
ら
「
上
尾
市
監

査
委
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」
が
提
出

さ
れ
、全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

議
会
運
営
委
員
会

請願審査
議
会
の
映
像
に
氏
名
表
記
を

求
め
る
請
願
を
審
査

健
康
福
祉
常
任
委
員
会

補正予算
社
会
福
祉
施
設
の
整
備
費
用
を

一
部
補
助

市
長
提
出
議
案
に

対
す
る
賛
成
討
論

要
旨

市
長
提
出
議
案
に

対
す
る
反
対
討
論

要
旨

AGEO CITY No.191令和元年 11 月号 / 議会だより

人
事
案
件
に
同
意

な
か  

の 

す
み 

え

10 月９日　大分県宇佐市議会
「多文化共生推進計画について」

他市からの行政視察

委員会の変更
　令和元年８月20 日付で議会改革
特別委員会委員が大室尚議員から
新道龍一議員に変更となりました。
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AGEO CITYNo.191令和元年 11 月号 /議会だより

議第２号議案

議 案 第 ４ 号

議 案 第16号

議 案 第17号

議 案 第18号

議 案 第19号

議 案 第20号

議 案 第21号

議 案 第22号
議 案 第23号

議 案 第24号

議 案 第25号

議 案 第26号

議 案 第27号

議 案 第28号

議 案 第29号

議 案 第30号
議 案 第31号

議 案 第32号

議 案 第33号

議 案 第34号

小敷谷地内フェンスブロック擁壁撤去・新設工事
に関わる不適切な対応の調査に関する決議案

上尾市職員倫理条例の制定について

平成３０年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定
について
平成３０年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳
出決算の認定について
平成３０年度上尾市公共下水道事業特別会計歳入
歳出決算の認定について
平成３０年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決
算の認定について
平成３０年度上尾市後期高齢者医療特別会計歳入
歳出決算の認定について
平成３０年度上尾市水道事業会計決算の認定につ
いて
平成３１年度上尾市一般会計補正予算（第４号）
平成３１年度上尾市介護保険特別会計補正予算（
第２号）
平成３１年度上尾市公共下水道事業会計補正予算
（第１号）
上尾市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部
を改正する条例の制定について
上尾市職員定数条例の一部を改正する条例の制
定について
上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例
の制定について
地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について
上尾市租税特別措置法関係手数料徴収条例の一
部を改正する条例の制定について
上尾市森林環境譲与税基金条例の制定について
上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例の
一部を改正する条例の制定について
上尾市立東小学校屋外運動場夜間照明施設使用
料条例を廃止する条例の制定について
上尾市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部
を改正する条例の制定について
上尾市立保育所条例の一部を改正する条例の制
定について

◎議員提出議案（１件）
●第１回臨時会

◎閉会中の継続審査の議案（１件）

◎市長提出議案（36件）

●９月定例会

議 案 第35号

議 案 第36号

議 案 第37号

議 案 第38号

議 案 第39号

議 案 第40号

議 案 第41号

議 案 第42号

議 案 第43号

議 案 第44号
議 案 第45号
議 案 第46号
議 案 第47号

議 案 第48号

議 案 第49号
議 案 第50号
議 案 第51号

議第３号議案

委第１号議案

請 願 第31号
請 願 第32号

請 願 第33号
請 願 第34号
請 願 第35号

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
業の運営に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例の制定について
上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
上尾市つくし学園条例の一部を改正する条例の
制定について
上尾市水道事業給水条例の一部を改正する条例
の制定について
上尾市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について
工事請負契約の締結について【準用河川浅間川護
岸工事】
工事請負契約の締結について【浅間川都市下水路
護岸工事】
工事請負契約の締結について【平塚サッカー場改
修工事】
財産の取得について【はしご付き消防ポンプ自動
車】
財産の取得について【高規格救急自動車】
財産の取得について【高規格救急自動車】
損害賠償の額を定め、和解することについて
専決処分の承認を求めることについて【参議院埼
玉県選出議員補欠選挙の選挙費】
上尾市の公の施設を桶川市の住民の利用に供さ
せることに関する協議について
市道路線の認定について
教育委員会委員の任命について
市長の給与及び副市長の給与の減額支給に関す
る条例の制定について

高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求め
る意見書

上尾市監査委員に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

議会の映像に氏名表記を求める請願
議会の配布資料をインターネットにアップロー
ドすることを求める請願
議会内の議員をチェックする中継に関する請願
上尾駅期日前投票所の新規設置に関する請願
「上尾市西貝塚環境センターの入札に関する第三
者調査委員会から調査報告書」を市議会ＨＰに掲
載することに関する請願

令和元年第１回臨時会および令和元年９月定例会提出議案・請願とその結果 ※詳しくは市議会ホームページの
　「議案」をご覧ください。

議案
（請願）
番号

議決
結果

議案第 22 号
議案第 30 号
議案第 36 号
議案第 37 号
議案第 51 号
請願第 31 号
請願第 32 号
請願第 33 号
請願第 34 号
請願第 35 号

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案否決
不 採 択
不 採 択
不 採 択
不 採 択
不 採 択

尾
花
瑛
仁

新
道
龍
一

田
中
一
崇

星
野
良
行

大
室　

尚

野
本
順
一

道
下
文
男

橋
北
富
雄

新
藤
孝
子

平
田
通
子

戸
口
佐
一

池
田
達
生

糟
谷
珠
紀

海
老
原
直
矢

新
井
金
作

小
林
守
利

浦
和
三
郎

井
上　

茂

池
野
耕
司

小
川
明
仁

斎
藤
哲
雄

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

戸
野
部
直
乃
○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

渡
辺
綱
一

嶋
田
一
孝

深
山　

孝
○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

議　

長

欠　

席

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

■

×

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

彩の会 公明党 共産党 無会派上尾政策フォーラム
令和元年９月定例会

前
島
る
り

長
沢　

純

◎本議会において賛否が分かれた議案・請願 ※一覧に掲載されていない議案は、全会一致で可決または賛成者なしで否決。
※○＝賛成　×＝反対　■＝退席　▲＝除斥　※議長は採決に加わりません。

※全会一致で可決されました（小林議員は除斥）。

※賛成者なしで否決されました。

◎議員提出議案（１件）

◎委員会提出議案（１件）

◎請願（５件）

※議案第16～21号は継続審査
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　議会の議決により普通地方公共団体の事務に関して、地方自治法第100条に規定される調査権限を与
えられた委員会。
　100条調査権では、関係人から記録などの提出や証人としての出頭および証言を求めることができ、
正当な理由なく拒むことはできません。これらの拒否には罰則が定められており、虚偽の陳述などが認
められた場合に告発対象とされるなど、強い権限が与えられています。

百条委員会とは

事実確認・再発防止に向け百条委員会を設置
令和元年第１回臨時会を開催

◎大室尚、  ○前島るり、海老原直矢、斎藤哲雄、星野良行、井上茂、
　道下文男、池田達生、糟谷珠紀、小川明仁（◎が委員長、○が副委員長）委員構成

市が施工したフェンスおよびブロック塀（小敷谷地内）

改修前 改修後

委員会の開催状況と協議内容
【第１回】８月９日／正副委員長の互選
【第２回】８月27 日／議会の調査権について、委員会運営方針について、弁護士との契約について、
 今後のスケジュールについて、記録の提出について
【第３回】９月18 日／執行部に対する質疑、調査事項の明確化について
【第４回】９月24 日／調査方法について（証人８人、参考人２人を委員会に招致することで決定）
【第５回】10 月３日／参考人招致
【第６回】10 月 15 日／証人の出頭日時変更について　※委員会終了後、現地調査を実施
※この他にも、８月20・26 日、９月10・17・20 日、10月２・３日に委員会開催のための事前調整会議を開催しました。

設置の経緯
　令和元年６月定例会の井上茂議員の一般質問で、元上尾市長が所有する土地のブロック塀とフェンスに
ついて、撤去と新設工事を全額公費で施工し、当該工事の契約を７本に分割し、競争入札および契約検査
課による工事完了検査を回避するなどの不適切な疑いのある契約が行われたことが明らかとなりました。
　これらの事項を調査する目的で、地方自治法第１００条の規定により、「小敷谷地内フェンスブロック
擁壁撤去・新設工事の経緯に関する調査特別委員会」（いわゆる百条委員会）を設置するため、７月 30 日
に政策フォーラムおよび共産党の所属議員から地方自治法の規定に基づき、市長に対して臨時会の招集が
請求され、８月９日に臨時会が開かれました。
　臨時会では、星野良行議員、糟谷珠紀議員、道下文男議員、浦和三郎議員から同特別委員会設置決議案
が提出され、全会一致で可決し、委員10 人で構成する百条委員会が設置されました。
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全員協議会を開催 会議の中で取り上げられた
質疑の中から主なものについて
お知らせします。

小敷谷地内フェンスブロック擁壁撤去・新設工事７月30日
　小敷谷地内フェンスブロック擁壁撤去・新設工事に係る不適切な対応について、市側か
らの説明と、今回の工事で関係があるとされている小林守利議員からの説明を受け、それ
に対する質疑が行われました。

答
問 ７本の契約に分割したのは、誰が、いつの時点で、どんな手順で意思決定をしたのか。
調査中だが、当時の都市整備部長、次長、道路課長と小林議員の中で、市の施工が決定され
たというふうに聞いている。なお、分割発注をしたのは、当時の道路課長が分割発注で行う
しかないという判断の下に行ったが、その後当時の部長、次長に了解をとったと聞いている。

●市側の説明についての主な質疑

答

問 小林議員から、ブロック塀とフェンスは過去に市で施工したものなので、市がやるべきとい
う話があったということは事実か。
やるべきとは言っていない。やれるのではないのかとは言った。

●小林議員の説明についての主な質疑

　市民生活に大きな影響があり、市政に関して特に重要と判断した案件については、議案
を提出する１会期前の常任委員会で事前説明をしたいという提案が市側からありました。
　また、議会改革特別委員会で協議されてきた「予算特別委員会」について、令和２年３
月定例会から実施することについて、同委員会委員長から説明が行われました。

答
問 これをやることによる市民側のメリットは。
情報や概要などを事前に報告することで、議論が深まることを期待している。

●「（仮称）行政報告」についての主な質疑

答

問 映像配信を行う予定はあるのか。
来年の３月までには配信設備を設置し、録画配信を行う。

●予算特別委員会について主な質疑

「（仮称）行政報告」／予算特別委員会８月20日

ブロック設置問題に係る調査報告書８月23日
　市が事実関係を正確に把握し、原因を分析するために７月 10 日付で設置した「上尾市ブ
ロック設置問題に係る調査委員会」の調査報告書について説明を受けました。

答

問 報告書では、私、小林守利が市に圧力をかけたから、公にならないように７本に分割して発
注したと捉えることができるが、そんなことは一切ない。なぜこのような文面になるのか。
調査の中で、当時の都市整備部長、道路課長は、はっきりと地権者と小林議員からの圧力を
感じていたという発言をしている。

●調査報告書についての主な質疑
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一 般 質 問

ここが問題
そこが聞きたい

方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
庁

内
関
係
部
署
や
上
尾
警
察

署
と
と
も
に
協
議
、
検
討

し
た
い
。

文
化
セ
ン
タ
ー
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の

施
設
は
、
約
半
年
前
か
ら

予
約
可
能
だ
が
、
近
隣
市

で
は
約
１
年
前
か
ら
予
約

可
能
で
あ
る
。
長
め
に
設

定
し
市
民
活
動
を
サ
ポ
ー

ト
す
べ
き
で
は
。

利
便
性
や
周
辺
の
類

似
施
設
の
状
況
も
踏
ま
え

今
後
検
討
し
て
い
く
。

問問

J
R
上
尾
駅
東
口
の

プ
ラ
ザ
館
１
階
に
は
、
ト

イ
レ
が
和
式
し
か
な
く
、

悪
臭
の
課
題
も
あ
る
。
対

応
を
検
討
す
べ
き
で
は
。

プ
ラ
ザ
館
は
昭
和
58

年
建
設
で
老
朽
化
が
進
む

中
、
昨
年
度
は
外
壁
と
防

水
改
修
、
今
年
度
は
電
気

と
給
水
設
備
改
修
な
ど
を

順
次
実
施
し
て
い
る
。
臭

い
や
便
器
の
洋
式
化
な
ど

改
修
の
必
要
性
は
認
識
し

て
お
り
、
対
応
を
検
討
し

た
い
。高

齢
者
が
増
え
て
い

る
現
状
も
あ
る
。
改
修
し

て
し
ば
ら
く
使
用
す
る
な

ら
洋
式
化
も
検
討
し
て
ほ

し
い
。
交
番
の
位
置
も
分

か
り
に
く
い
と
の
声
が
あ

る
。
視
認
性
を
高
め
る
工

夫
を
し
て
は
。

分
か
り
や
す
い
標
示

答

問答

答

問

問

問問 答答 子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種
の

　
　
　
　
　
　
　

適
切
な
情
報
発
信
を

９月定例会の一般質問は、９月10・11・12・
13・17日の５日間行われ、22人の議員が市政
全般78項目にわたって市当局の見解を求めま
した。また、５日間で339人の皆さんが議会を
傍聴しました。各議員の一般質問の中から一
部を掲載しました。詳細は市議会のホーム
ページをご覧ください（11月下旬公開）。

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
政
治
機
能
と
行
政
組
織

●
学
童
保
育
行
政

●
地
方
創
生
第
２
ス
テ
ー
ジ

●
小
敷
谷
地
内
フ
ェ
ン
ス

　
ブ
ロ
ッ
ク
擁
壁
公
金
不

　
正
支
出
問
題

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
学
校
の
諸
課
題

●
上
尾
市
の
監
査
制
度

答答

駅
周
辺
を
は
じ
め
と
し
た

　
　
　
　
　
　

生
活
環
境
整
備
を

尾花瑛仁
（彩の会）

星野良行
（彩の会）

上尾駅東口のプラザ館

国
は
平
成
25
年
６
月

か
ら
、
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク

チ
ン
予
防
接
種
の
積
極
的

な
勧
奨
を
中
止
し
て
お

り
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
対

象
者
が
定
期
接
種
の
情
報

を
得
に
く
い
状
況
と
な
っ

て
い
る
。
市
の
ワ
ク
チ
ン

予
防
接
種
件
数
の
推
移

は
。

任
意
接
種
が
開
始
し

た
平
成
23
年
度
は
７
４
１

９
件
、
平
成
24
年
度
は
４

８
４
９
件
、
積
極
的
勧
奨

が
中
止
さ
れ
た
平
成
25
年

度
は
１
８
１
件
、
以
降
は

年
間
数
十
件
で
推
移
し
て

お
り
、
平
成
30
年
度
は
45

件
で
あ
る
。

現
在
、
ワ
ク
チ
ン
接

種
が
可
能
な
市
内
医
療
機

関
の
数
は
。

22
カ
所
で
あ
る
。

市
内
で
ワ
ク
チ
ン
接

種
後
に
重
篤
な
副
反
応
が

生
じ
た
事
例
は
あ
る
か
。

本
市
で
は
報
告
は
な

い
。

厚
生
労
働
省
発
行
の

「
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク

チ
ン
の
接
種
を
受
け
る
皆

さ
ま
へ
」
と
い
う
チ
ラ
シ

を
学
校
で
配
布
す
る
な

ど
、
対
象
者
と
保
護
者
が

リ
ス
ク
や
メ
リ
ッ
ト
を
判

断
す
る
た
め
の
情
報
提
供

が
必
要
と
考
え
る
。現
在
、

学
校
で
の
子
宮
頸
が
ん
ワ

ク
チ
ン
の
周
知
状
況
は
。

毎
年
度
、（
公
財
）が

ん
研
究
振
興
財
団
発
行
の

が
ん
予
防
啓
発
冊
子
を
市

内
の
中
学
２
年
生
に
配
布

し
て
い
る
。冊
子
の
中
で
、

子
宮
頸
が
ん
の
定
期
検
診

と
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る

予
防
効
果
や
、
接
種
後
の

副
反
応
な
ど
に
つ
い
て
触

れ
ら
れ
て
い
る
。
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J
R
上
尾
駅
利
用
者

の
多
く
は
、
電
車
の
遅
延

が
起
こ
ら
な
い
こ
と
、
通

勤
快
速
な
ど
全
て
の
電
車

が
上
尾
駅
に
停
車
す
る
こ

と
、
最
終
電
車
の
時
間
延

長
を
望
ん
で
い
る
。
こ
れ

ら
が
実
現
す
れ
ば
確
実
に

利
便
性
が
向
上
し
、
シ

テ
ィ
セ
ー
ル
ス
に
も
つ
な

が
る
。
実
現
に
向
け
、
市

長
自
ら
高
崎
線
の
利
便
性

向
上
に
取
り
組
ん
で
ほ
し

い
。
現
在
、
上
尾
駅
を
通

る
高
崎
線
は
、普
通
電
車
、

特
別
快
速
、
通
勤
快
速
、

ア
ー
バ
ン
が
あ
る
が
、
こ

の
中
で
上
尾
駅
に
停
車
し

な
い
も
の
は
ど
れ
か
。

通
勤
快
速
が
原
則
停

車
し
な
い
が
、
下
り
の
午

後
10
時
台
、
11
時
台
の
各

１
便
ず
つ
、
計
２
便
は
、

上
尾
駅
に
停
車
す
る
。

全
て
の
通
勤
快
速
が

停
車
す
る
よ
う
に
は
な
ら

な
い
か
。

上
尾
市
鉄
道
輸
送
力

増
強
推
進
協
議
会
の
活
動

の
中
で
、
通
勤
快
速
の
全

便
を
上
尾
駅
に
停
車
す
る

よ
う
、Ｊ
Ｒ
東
日
本
高
崎

支
社
長
に
直
接
要
望
書
を

提
出
し
て
い
る
が
、Ｊ
Ｒ

東
日
本
か
ら
の
回
答
と
し

て
は
、
現
状
で
は
難
し
い

と
の
こ
と
で
あ
る
。

最
終
電
車
の
時
間
延

長
も
多
く
の
利
用
者
の
願

い
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う

な
状
況
か
。

同
様
に
、
上
尾
市
鉄

道
輸
送
力
増
強
推
進
協
議

会
の
活
動
の
中
で
、
始
発

の
繰
り
上
げ
・
終
発
の
繰

り
下
げ
を
要
望
し
て
い
る

が
、Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
回
答

は
、
現
状
で
は
難
し
い
と

の
こ
と
で
あ
る
。

答答 問問

問

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す

る
職
員
の
さ
ら
な
る
待
遇

改
善
に
つ
な
が
る
も
の
と

期
待
し
て
い
る
。

障
害
者
施
設
製
品
販

売
促
進
事
業
の
進
捗
状
況

は
。

同
事
業
は
、
工
賃
の

向
上
に
積
極
的
に
取
り
組

む
障
害
者
就
労
施
設
を
支

援
す
る
た
め
、
平
成
24
〜

26
年
度
に
埼
玉
県
の
障
害

者
就
労
施
設
・
シ
ニ
ア
世

代
連
携
事
業
で
実
施
し
て

い
た
事
業
に
つ
い
て
、
平

成
27
年
度
か
ら
市
が
引
き

継
ぎ
、
昨
年
度
ま
で
５
事

業
所
の
支
援
実
績
が
あ

る
。
ま
た
、
本
年
度
は
、

上
尾
ア
ブ
セ
ッ
ク
セ
ル
プ

サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ク
ル
に
業

務
委
託
し
、
第
２
ぷ
ち
と

ま
と
を
支
援
し
て
い
る
。

道下文男
（公明党
上尾市議団）

こ
れ
ま
で
も
障
が
い

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の

職
員
の
待
遇
改
善
を
訴
え

て
き
た
が
、
現
在
の
取
り

組
み
状
況
は
。

福
祉
介
護
人
材
の
賃

金
面
を
含
め
た
待
遇
改
善

を
目
的
と
し
た
、
事
業
所

の
報
酬
に
上
乗
せ
を
す
る

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改

善
加
算
制
度
が
あ
る
。

10
月
か
ら
新
設
さ
れ

る
福
祉
・
介
護
職
員
等
特

定
処
遇
改
善
加
算
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
に
お
け
る
勤
続
10

年
以
上
の
介
護
福
祉
士
な

ど
に
つ
い
て
、
月
額
平
均

８
万
円
相
当
の
処
遇
改
善

を
行
う
こ
と
を
算
定
根
拠

に
、
福
祉
介
護
職
員
の
処

遇
改
善
を
行
う
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
障
害

問問 答答

答

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る

　
　
　
　
　
　

職
員
の
処
遇
改
善
を

答 上
尾
駅
の
利
便
性
向
上
に
向
け

　
　
　
　

積
極
的
な
取
り
組
み
を

原
則
と
し
て
、
体
の

不
自
由
な
方
に
は
事
務
従

事
者
が
補
助
を
し
て
い

る
。
選
挙
人
を
介
助
す
る

方
が
投
票
所
に
入
る
こ
と

に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な

い
事
情
が
あ
る
場
合
は
入

場
も
可
能
と
し
て
い
る
。

札
幌
市
選
挙
管
理
委

員
会
は
、
障
が
い
の
あ
る

人
で
も
ス
ム
ー
ズ
に
投
票

で
き
る
よ
う
、
必
要
な
サ

ポ
ー
ト
を
記
載
す
る
「
選

挙
支
援
カ
ー
ド
」
を
導
入

し
た
。
利
用
者
か
ら
も
好

評
で
、
安
心
し
て
投
票
で

き
た
と
の
声
が
寄
せ
ら
れ

て
い
る
。
市
の
導
入
に
対

す
る
見
解
は
。

カ
ー
ド
の
記
載
内
容

や
利
用
方
法
に
つ
い
て
研

究
し
て
い
く
。

問

車
椅
子
を
利
用
し
て

い
る
方
か
ら
、
投
票
所
の

駐
車
場
が
砂
利
の
た
め
、

投
票
す
る
場
所
ま
で
た
ど

り
着
く
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
の
意
見
が
あ
っ

た
。
問
題
の
あ
っ
た
箇
所

の
改
善
と
他
の
投
票
所
で

も
駐
車
場
か
ら
投
票
す
る

場
へ
の
経
路
の
確
認
を
求

め
る
が
、
見
解
は
。

駐
車
場
に
関
す
る
事

情
は
各
投
票
所
で
異
な
る

が
、
体
の
不
自
由
な
方
が

投
票
所
入
口
付
近
ま
で
乗

り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
投

票
管
理
者
と
協
議
し
て
い

く
。

介
助
す
る
家
族
も
同

伴
で
き
る
よ
う
求
め
る

が
、
車
椅
子
な
ど
介
助
が

必
要
な
方
へ
の
対
応
は
ど

の
よ
う
な
決
ま
り
に
な
っ

て
い
る
か
。

問問 答

答答

誰
も
が
利
用
で
き
る
投
票
所
の
整
備
を

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
空
き
市
有
地
の
現
状
の

　
課
題
と
活
用

●
水
害
対
策

●
北
上
尾
駅
周
辺
対
策

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
野
生
生
物
へ
の
対
応

●
医
療
的
ケ
ア
児
へ
の
支

　
援
状
況

●
日
本
一
の
防
災
市
に
向

　
け
て

問

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
道
路
対
策

●
学
校
の
諸
問
題

戸野部直乃
（公明党
上尾市議団）

田中一崇
（彩の会）

し
ん
ち
ょ
く
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が
、先
進
事
例
は
あ
る
か
。

自
主
返
納
に
対
す
る

高
齢
者
へ
の
支
援
事
業
と

し
て
、
県
内
で
も
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
の
無
料
乗
車

券
の
交
付
な
ど
を
実
施
し

て
い
る
自
治
体
が
あ
る
。

買
い
物
や
通
院
の
足

の
確
保
に
つ
い
て
、
高
齢

者
か
ら
の
要
望
を
ど
の
よ

う
に
認
識
し
て
い
る
か
。

さ
ら
な
る
利
便
性
を

求
め
る
声
が
寄
せ
ら
れ
て

お
り
、
公
共
交
通
へ
の
需

要
の
高
ま
り
と
と
も
に
、

さ
ら
に
要
望
が
増
し
て
い

く
も
の
と
認
識
し
て
い

る
。

難
所
で
あ
る
指
定
避
難
所

で
生
活
で
き
な
い
方
を
、

開
設
可
能
な
福
祉
避
難
所

へ
順
次
移
送
す
る
こ
と
と

な
る
。
な
お
、
福
祉
避
難

所
を
運
営
す
る
人
材
が
不

足
し
て
い
る
施
設
は
、
協

定
書
に
基
づ
き
、
市
が
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
中
か

ら
介
護
者
の
確
保
に
努
め

る
。
災
害
時
は
各
施
設
と

連
絡
を
と
り
合
い
、
開
設

可
能
な
事
業
所
の
把
握
に

努
め
る
。

庁
内
の
避
難
訓
練
時

の
、
車
椅
子
利
用
の
職
員

へ
の
補
助
体
制
は
。

職
員
で
構
成
さ
れ
る

自
衛
消
防
隊
、
ま
た
は
近

く
に
い
る
職
員
数
名
で
動

線
の
確
保
や
誘
導
な
ど
の

支
援
を
す
る
。

平
成
27
年
度
か
ら
現

在
ま
で
に
福
祉
避
難
所
は

何
カ
所
増
加
し
た
か
。

平
成
27
年
度
末
は
15

カ
所
だ
っ
た
が
、
現
在
は

23
カ
所
と
な
っ
た
。

福
祉
避
難
所
の
協
定

を
結
ん
で
い
る
施
設
の
被

災
状
況
を
把
握
す
る
仕
組

み
は
あ
る
か
。

被
災
状
況
は
、
個
別

に
電
話
と
電
子
メ
ー
ル
で

確
認
す
る
。

福
祉
避
難
所
で
の
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
体
制

を
め
ぐ
る
課
題
は
。

福
祉
避
難
所
の
運
営

は
各
施
設
の
従
業
員
が
実

施
す
る
が
、
従
業
員
が
被

災
し
参
集
で
き
な
い
場
合

は
、
福
祉
避
難
所
を
開
設

で
き
な
い
可
能
性
も
あ

る
。
福
祉
避
難
所
は
２
次

避
難
所
の
た
め
、
１
次
避

運
転
免
許
返
納
者
に

対
す
る
シ
ル
バ
ー
・
サ

ポ
ー
タ
ー
制
度
は
、
免
許

を
返
納
し
て
も
特
典
が
少

な
い
よ
う
に
感
じ
る
。
同

制
度
協
賛
事
業
所
な
ど
の

充
実
に
対
す
る
考
え
は
。

本
制
度
を
実
施
し
て

い
る
埼
玉
県
警
察
本
部
に

よ
る
と
、
協
賛
事
業
所
の

さ
ら
な
る
拡
大
に
向
け
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲

載
、
チ
ラ
シ
の
配
布
な
ど

に
よ
り
制
度
の
周
知
・
募

集
を
図
る
と
と
も
に
、
個

別
に
は
タ
ク
シ
ー
協
会
へ

の
働
き
か
け
を
実
施
し
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

移
動
手
段
を
手
放
す

こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、

代
替
の
移
動
手
段
の
確
保

が
望
ま
れ
る
。市
民
か
ら
、

バ
ス
無
料
券
や
パ
ス
の
発

行
な
ど
の
要
望
も
あ
る

問問

問

答

答 答

「
免
許
返
納
の
特
典
」
と

　

 「
買
い
物
や
通
院
の
足
」
の
確
保

問問

問

問 答答 答

答

災
害
時
の
課
題
を
把
握
し
、災
害
に
強
い

　
　
　
　
　
　
　

    　
ま
ち
づ
く
り
を

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●「
動
物
愛
護
」
を
目
的
と

　
し
た
「
ふ
る
さ
と
納
税
」

　
の
設
置
を

●
学
習
の
遅
れ
や
生
活
に

　
困
難
を
抱
え
る
子
ど
も

　
へ
の
支
援

●
体
育
館
へ
の
エ
ア
コ
ン

　
設
置

●
上
平
地
域
新
複
合
施
設

　
の
あ
り
方

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
使
用
済
み
紙
お
む
つ
の

　
保
育
所
で
の
処
理

●
道
路
冠
水

●
自
校
方
式
の
給
食
調
理

　
室
の
冷
暖
房
設
備
設
置

浦和三郎
（上尾政策
フォーラム）

の
車
両
は
、
狭
い
道
を
運

行
で
き
る
利
点
が
あ
る

が
、
１
度
に
運
ぶ
利
用
客

は
少
な
く
な
る
。
バ
ス
と

ワ
ゴ
ン
車
そ
れ
ぞ
れ
の
特

徴
を
踏
ま
え
、
デ
マ
ン
ド

交
通
と
併
せ
て
引
き
続
き

調
査
研
究
を
し
て
い
く
。

鴻
巣
市
の
デ
マ
ン
ド

交
通
は
、
タ
ク
シ
ー
会
社

と
契
約
を
結
び
、
70
歳
以

上
の
人
や
要
介
護
・
要
支

援
認
定
を
受
け
て
い
る
人

な
ど
を
対
象
と
し
、
タ
ク

シ
ー
料
金
が
２
０
０
０
円

未
満
の
場
合
の
自
己
負
担

額
は
５
０
０
円
、
２
０
０

０
〜
３
０
０
０
円
は
１
０

０
０
円
、
４
０
０
０
円
以

上
は
２
０
０
０
円
と
し
て

い
る
。
市
の
デ
マ
ン
ド
交

通
の
方
向
性
は
。

上
尾
市
地
域
公
共
交

通
活
性
化
協
議
会
に
て
慎

重
に
協
議
し
て
い
く
。

平
成
30
年
12
月
定
例

会
で
、「
ぐ
る
っ
と
く
ん
」

の
増
便
が
で
き
な
い
理
由

と
し
て「
お
金
が
か
か
る
」

「
バ
ス
運
転
手
不
足
」
を

挙
げ
て
い
た
。
し
か
し
、

「
ぐ
る
っ
と
く
ん
」
の
運

行
に
よ
る
赤
字
額
の
約
１

億
２
０
０
０
万
円
の
う

ち
、
80
％
が
交
付
税
措
置

さ
れ
る
た
め
、
市
の
負
担

額
は
、
約
２
４
０
０
万
円

で
あ
る
。
ま
た
、「
バ
ス

運
転
手
不
足
」
に
つ
い
て

は
、
タ
ク
シ
ー
会
社
と
タ

イ
ア
ッ
プ
し
て
、
普
通
２

種
免
許
で
運
転
で
き
る
９

人
乗
り
ワ
ゴ
ン
車
を
提
案

し
て
き
た
。
市
民
が
切
望

す
る
「
ぐ
る
っ
と
く
ん
」

の
増
車
・
増
便
を
な
ぜ
実

現
で
き
な
い
の
か
。

普
通
２
種
免
許
で
運

転
可
能
な
ワ
ゴ
ン
タ
イ
プ

問

問

答

答

公
共
交
通
の
充
実
を

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
防
災
力
向
上

●
歴
史
を
伝
え
る
取
り
組
み

戸口佐一
（日本共産党
上尾市議会議員団）

前島るり
（公明党
上尾市議団）



11

AGEO CITYNo.191令和元年 11 月号 /議会だより

問

国
民
健
康
保
険
の
制

度
が
変
わ
り
、
今
年
度
、

赤
字
（
決
算
補
填
な
ど
を

目
的
と
す
る
法
定
外
繰
り

入
れ
）を
約
４
割
削
減
し
、

国
保
税
が
引
き
上
げ
と

な
っ
た
。
令
和
５
年
度
ま

で
に
赤
字
を
解
消
す
る
と

し
て
、
県
に
計
画
書
を
提

出
し
て
い
る
が
、
い
つ
引

き
上
げ
る
の
か
。

平
成
31
年
度
の
税
率

改
正
の
影
響
な
ど
を
注
視

し
、
諮
問
機
関
で
あ
る
上

尾
市
国
保
運
営
協
議
会
で

検
討
す
る
。

介
護
保
険
料
は
65
歳

以
上
で
年
金
収
入
が
18
万

円
以
下
の
人
は
、
金
融
機

関
な
ど
で
自
主
的
に
納
付

す
る
た
め
滞
納
が
生
じ
や

す
い
。
介
護
保
険
料
は
滞

納
期
間
に
よ
っ
て
ペ
ナ
ル

テ
ィ
ー
が
あ
る
と
聞
く

が
、
２
年
以
上
滞
納
し
た

場
合
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

保
険
給
付
が
減
額
さ

れ
、
自
己
負
担
割
合
が
１

割
の
人
は
３
割
に
、
２
割

の
人
は
４
割
に
な
る
。
さ

ら
に
高
額
介
護
（
予
防
）

サ
ー
ビ
ス
費
、
特
定
入
所

者
介
護（
予
防
）サ
ー
ビ
ス

費
が
支
給
さ
れ
な
く
な
る
。

あ
る
相
談
者
は
、
３

年
間
、
１
割
の
自
己
負
担

か
ら
３
割
と
な
り
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ず

不
安
を
訴
え
て
い
る
。
生

活
困
窮
者
が
３
年
間
も

サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
な

い
と
い
う
事
態
を
解
消
で

き
な
い
の
か
。

給
付
制
限
の
解
除
は

介
護
保
険
法
に
定
め
が
あ

り
、
災
害
な
ど
特
別
の
事

情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な

い
限
り
解
除
で
き
な
い
。

答答 問

問

答問 誰
も
が
安
心
し
て

　
　
　

利
用
で
き
る
社
会
保
障
を

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
主
権
者
教
育

●
原
市
沼
の
今
後

新藤孝子
（日本共産党
上尾市議会議員団）

問

平
成
28
年
に
浅
間
台

地
内
に
お
い
て
、
舗
装
排

水
工
事
と
２
本
の
付
帯
工

事
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
工
事
に
つ
い
て
、
要

望
を
出
し
た
市
民
か
ら

「
小
林
守
利
さ
ん
と
（
島

村
前
）
市
長
と
の
関
係
を

重
要
視
し
、
推
し
進
め
る

中
で
予
算
化
決
定
」
と
書

か
れ
た
手
紙
が
私
の
手
元

に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
小

林
議
員
か
ら
の
口
利
き
は

あ
っ
た
か
。

予
算
、
箇
所
付
け
を

行
っ
た
当
時
の
課
長
か
ら

は
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が

あ
っ
た
と
の
証
言
は
得
て

い
な
い
。

工
事
は
㈱
美
創
建
業

が
随
意
契
約
で
行
っ
た
も

の
だ
が
、
２
本
の
付
帯
工

事
は
本
体
工
事
と
一
体
で

行
わ
れ
て
お
り
、
分
割
発

注
す
る
の
は
不
適
切
で
は

な
い
か
。

指
摘
さ
れ
た
工
事
に

つ
い
て
は
、
妥
当
な
工
事

で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い

る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も

本
来
設
計
を
変
更
し
て
、

本
体
工
事
に
含
め
て
し
か

る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

今
回
の
よ
う
な
随
意

契
約
に
つ
い
て
、
適
切
な

契
約
の
方
法
で
あ
っ
た
と

考
え
る
か
。

特
定
の
業
者
に
受
注

さ
せ
る
よ
う
な
見
積
も
り

の
徴
取
方
法
で
あ
れ
ば
不

適
切
で
あ
る
。

随
意
契
約
の
あ
り
方

を
改
め
る
に
は
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
つ
く
る
こ
と
が
大

事
だ
と
考
え
る
が
見
解

は
。

適
正
な
運
用
の
た

め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作

成
を
予
定
し
て
い
る
。

問

２
本
の
分
割
随
契
は
本
体
工
事
と
一
体
、

　
　
　
　
　
　
　
不
適
切
な
契
約
で
は

答 答答 問問

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
芝
川
の
浸
水
対
策

●
若
者
支
援

方
形
周
溝
墓
が
発
見
さ

れ
、
出
土
品
の
中
に
は
県

立
さ
き
た
ま
史
跡
の
博
物

館
で
行
わ
れ
て
い
た
最
新

出
土
品
展
「
地
中
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
展
示
さ

れ
て
い
た
も
の
も
あ
る
。

　
次
に
、
出
土
品
の
常
設

展
示
場
の
設
置
に
つ
い
て

は
、
教
育
委
員
会
と
し
て

も
必
要
性
を
十
分
に
認
識

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
文
化
財
を
効
果
的
に

保
存
・
活
用
で
き
る
よ
う
、

今
後
も
検
討
し
て
い
く
。

市
内
で
は
多
く
の
遺

跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る

が
、
瓦
葺
の
遺
跡
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。
ま
た
、
出

土
品
の
常
設
展
示
場
を
設

置
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

ま
ず
、
瓦
葺
の
遺
跡

に
つ
い
て
は
、
弥
生
時
代

か
ら
古
墳
時
代
初
め
の
上

尾
市
域
で
は
、
稲
作
を
基

盤
と
す
る
生
活
が
定
着

し
、
尾
山
台
遺
跡
を
代
表

と
す
る
大
規
模
な
集
落
が

形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

他
、
秩
父
山
遺
跡
、
宿
前

遺
跡
、
梶
ヶ
谷
戸
遺
跡
や

坂
上
遺
跡
な
ど
が
あ
る
。

中
で
も
坂
上
遺
跡
は
、
平

成
17
年
以
後
、
８
回
に
わ

た
る
発
掘
調
査
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
際
、
縄
文
時
代

前
期
の
貝
塚
、
縄
文
時
代

中
期
の
集
落
、
弥
生
時
代

か
ら
古
墳
時
代
の
集
落
や

答 瓦
葺
の
遺
跡
と
出
土
品
の

　
　
　
　
　

常
設
展
示
場
設
置
を

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
消
防
行
政

●
遊
休
農
地

●
新
環
境
セ
ン
タ
ー
整
備

●
空
き
家

渡辺綱一
（彩の会）

尾山台遺跡

井上　茂
（上尾政策
フォーラム）

問 答

ほ
て
ん

さ
か
の
う
え

し
ゅ
く
ま
え

か
じ  

が   

や   

と
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の
他
の
環
境
対
策
に
つ
い

て
の
回
答
を
求
め
て
い

る
。
現
在
55
店
舗
の
提
出

が
あ
り
、
47
％
が
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
、
ト
レ
ー
、
廃
品

な
ど
の
リ
サ
イ
ク
ル
回
収

に
取
り
組
む
と
の
回
答
が

あ
っ
た
。

来
年
度
か
ら
レ
ジ
袋

有
料
化
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
が
、
既
に
実
施
し

て
い
る
店
舗
の
割
合
は
。

小
規
模
事
業
者
は
、

さ
き
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
約

７
％
が
レ
ジ
袋
有
料
化
を

実
施
、
も
し
く
は
実
施
予

定
で
あ
る
と
の
回
答
が
あ

っ
た
。
中
規
模
以
上
の
事

業
者
は
、
地
域
貢
献
計
画

書
で
、
今
年
度
実
施
、
も

し
く
は
レ
ジ
袋
削
減
の
取

り
組
み
を
行
う
と
し
た
店

舗
は
約
55
％
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
イ
ン
フ
ラ
整
備

●
混
雑
緩
和

●
駐
輪
場

●
東
西
駅
ロ
ー
タ
リ
ー

ブ
ロ
ッ
ク
塀
不
正
公

金
支
出
疑
惑
で
の
７
分
割

し
た
随
意
契
約
の
問
題
に

つ
い
て
、「
市
か
ら
１
社

に
取
り
ま
と
め
を
依
頼
さ

れ
、
他
２
社
の
見
積
も
り

金
額
を
記
入
し
市
に
ま
と

め
て
提
出
し
た
」
と
の
証

言
が
小
林
議
員
か
ら
あ
っ

た
が
、
市
の
見
解
は
。

一
つ
の
事
業
者
が
他

の
事
業
者
の
見
積
書
に
金

額
な
ど
を
記
入
し
た
行
為

は
、
独
占
禁
止
法
に
抵
触

す
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま

た
、
特
定
の
事
業
者
に
請

負
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
市
が
１
社
に
対
し

て
見
積
書
の
取
り
ま
と
め

を
依
頼
し
た
事
に
つ
い
て

は
不
適
正
な
事
務
処
理
で

あ
り
、
官
製
談
合
防
止
法

に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ

る
。
今
後
百
条
委
員
会
の

調
査
結
果
も
踏
ま
え
、
公

正
取
引
委
員
会
へ
の
報
告

も
検
討
し
て
い
る
。

市
は
１
３
０
万
円
を

超
え
る
場
合
は
競
争
入
札

と
し
て
い
る
が
、
情
報
公

開
し
た
資
料
で
は
、
数
百

万
円
か
ら
数
千
万
円
の
随

意
契
約
が
何
例
も
あ
る
。

１
社
の
み
指
定
で
き
る
特

命
随
契
と
の
こ
と
だ
が
、

業
者
と
の
癒
着
を
防
ぐ
目

的
で
、
特
命
随
契
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
作
成
し
、
１
社

に
指
定
し
た
理
由
を
示
す

理
由
書
の
提
出
を
義
務
付

け
、
公
開
し
て
い
る
自
治

体
も
あ
る
。
市
は
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
作
っ
て
い
る
か
。

随
意
契
約
の
適
正
な

運
用
を
確
保
す
る
た
め
、

随
意
契
約
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
作
成
を
予
定
し
て
い
る
。

大
型
店
舗
で
は
、
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
や
食
品
ト
レ

ー
な
ど
の
自
主
回
収
を
し

て
い
る
が
、
市
内
小
売
店

の
リ
サ
イ
ク
ル
の
取
り
組

み
状
況
は
。

商
店
街
に
加
入
し
て

い
る
小
規
模
事
業
者
に
対

し
、
今
年
度
、
市
で
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、

27
店
舗
か
ら
回
答
が
あ
っ

た
。そ
の
回
答
に
よ
る
と
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
自
主
回

収
は
約
33
％
が
実
施
し
て

お
り
、
古
紙
・
廃
品
回
収

な
ど
の
自
主
的
な
取
り
組

み
は
約
41
％
が
実
施
し
て

い
た
。
ま
た
、
上
尾
市
商

業
の
振
興
に
関
す
る
基
本

条
例
に
定
め
る
中
規
模
以

上
の
事
業
者
に
は
、
年
度

当
初
に
提
出
を
義
務
付
け

て
い
る
地
域
貢
献
計
画
書

の
中
で
、
ご
み
減
量
、
そ

答

問

人
権
問
題
だ
け
で
な

く
、
日
常
の
課
題
に
つ
い

て
も
市
の
部
署
で
は
な
く

法
務
局
に
属
す
る
人
権
相

談
所
で
受
け
る
と
い
う
の

は
改
善
の
余
地
が
あ
る
。

　
そ
の
上
で
、
人
権
相
談

所
で
受
け
付
け
る
に
し
て

も
、
よ
り
分
か
り
や
す
い

広
報
や
、
窓
口
へ
の
レ
イ

ン
ボ
ー
フ
ラ
ッ
グ
の
設
置

な
ど
が
求
め
ら
れ
る
と
考

え
る
が
、
見
解
は
。

人
権
相
談
所
で
相
談

を
受
け
付
け
て
い
る
こ
と

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

広
報
へ
の
掲
載
な
ど
で
案

内
を
し
て
い
る
。

　
レ
イ
ン
ボ
ー
フ
ラ
ッ
グ

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
人

権
相
談
所
へ
の
設
置
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
く
。

問

答 問

市
一
丸
と
な
り

　
　

リ
サ
イ
ク
ル
の
取
り
組
み
を

当
事
者
団
体
で
あ
る

レ
イ
ン
ボ
ー
さ
い
た
ま
の

会
か
ら
要
望
の
出
て
い
た

市
の
書
類
の
性
別
欄
に
つ

い
て
、
不
必
要
な
も
の
は

削
除
す
る
べ
き
と
考
え
る

が
、
見
解
は
。

指
摘
さ
れ
た
様
式
の

一
部
に
つ
い
て
は
、
現
在

そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
検

討
し
、
改
善
に
取
り
組
ん

で
い
る
。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

市
民
の
相
談
窓
口
の
設
置

に
つ
い
て
の
見
解
は
。

現
在
、
性
的
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
方
々
か
ら
の
相

談
に
つ
い
て
は
、
人
権
相

談
所
で
受
け
付
け
て
い

る
。
相
談
窓
口
の
体
制
や

拡
充
に
つ
い
て
は
、
先
進

自
治
体
の
取
り
組
み
を
調

査
、
研
究
し
て
検
討
し
て

い
く
。

答答 問

問

問

答

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
市
民
の
支
援
を

答

問答

入
札
制
度
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
貧
困
対
策

●
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策

●
障
が
い
者
・
障
が
い
児

　
支
援

●
子
ど
も
支
援

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
戸
崎
公
園
と
パ
ー
ク
ゴ

　
ル
フ
場

●
安
心
し
て
小
中
学
校
生

　
活
が
送
れ
る
た
め
に

野本順一
（彩の会）

池田達生
（日本共産党
上尾市議会議員団）

海老原直矢
（上尾政策
フォーラム）
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糟谷珠紀
（日本共産党
上尾市議会議員団）

上
尾
市
ブ
ロ
ッ
ク
設

置
問
題
に
係
る
調
査
委
員

会
調
査
報
告
書
で
は
、
当

該
ブ
ロ
ッ
ク
改
修
工
事
と

関
係
な
い
写
真
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
な
ぜ
関
係
の

な
い
場
所
の
写
真
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
の
か
。

関
係
の
あ
る
写
真
を

掲
載
し
て
い
る
。

全
く
別
な
場
所
の
写

真
で
あ
り
捏
造
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
報
告
書
を
全

員
協
議
会
や
マ
ス
コ
ミ
に

公
表
し
、
私
の
名
誉
は
ど

う
な
る
の
か
。
ま
た
、
こ

の
写
真
を
撮
っ
て
報
告
書

に
掲
載
し
た
人
は
誰
な
の

か
。
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
働

い
て
い
な
い
。
大
変
な
問

題
で
あ
る
。

調
査
報
告
書
は
、
小

林
議
員
の
名
誉
を
毀
損
す

る
た
め
に
作
っ
た
も
の
で

問問

は
な
い
。

副
市
長
は
現
場
を
見

に
行
っ
た
の
か
。

現
場
を
確
認
し
て
い

る
。

現
場
を
確
認
し
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
写

真
が
違
う
場
所
で
あ
る
こ

と
は
分
か
る
は
ず
で
は
な

い
か
。
こ
の
写
真
は
現
場

の
反
対
側
で
あ
る
。
現
地

を
し
っ
か
り
と
見
直
し
、

報
告
し
て
も
ら
い
た
い
。

こ
の
写
真
は
、
平
成

30
年
８
月
30
日
に
道
路
課

の
職
員
が
撮
影
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
写
真
を
掲

載
し
た
。
当
該
改
修
工
事

と
向
か
い
側
の
写
真
で
あ

る
が
、
関
係
の
あ
る
写
真

と
認
識
し
て
い
る
。

予
想
さ
れ
る
が
、
見
通
し

は
。

令
和
９
年
度
に
は
給

水
人
口
21
万
８
４
４
０

人
、
総
配
水
量
２
１
４
０

万
３
６
０
０
立
方
メ
ー
ト

ル
、
料
金
収
入
は
約
32
億

３
０
０
０
万
円
と
推
計
し

て
い
る
。
平
成
29
年
度
と

比
べ
て
、
給
水
人
口
が
９

５
６
７
人
、
総
配
水
量
が

２
２
１
万
６
９
４
０
立
方

メ
ー
ト
ル
、
料
金
収
入
は

約
３
億
５
０
０
０
万
円
の

減
少
を
見
込
ん
で
い
る
。

し
た
行
為
と
は
考
え
て
い

な
い
。小

林
議
員
の
同
席

は
、市
長
が
誘
っ
た
の
か
。

元
市
長
と
小
林
議
員

が
一
緒
に
来
て
い
た
こ
と

か
ら
同
席
し
た
。

元
市
長
が
小
林
議
員

を
同
席
さ
せ
た
と
い
う
こ

と
は
、
元
市
長
と
小
林
議

員
と
の
関
係
は
と
て
も
深

い
と
い
う
こ
と
だ
。

　
市
長
就
任
後
、
議
員
か

ら
の
人
事
介
入
は
大
小
か

か
わ
ら
ず
あ
っ
た
か
。

現
時
点
で
答
え
は
差

し
控
え
る
。

現
時
点
で
答
え
を
差

し
控
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
あ
っ
た
と
い
う
理
解

し
か
で
き
な
い
。
い
つ
明

ら
か
に
す
る
の
か
。

答
え
は
差
し
控
え

る
。

水
道
事
業
年
報
に
よ

る
と
、
給
水
人
口
・
戸
数

は
増
え
て
い
る
が
、
１
人

１
日
平
均
給
水
量
が
減
っ

て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
要

因
が
考
え
ら
れ
る
か
。

少
子
高
齢
化
や
節
水

意
識
の
向
上
、
節
水
機
能

が
高
い
浴
槽
、
ト
イ
レ
、

洗
濯
機
な
ど
の
普
及
に
よ

る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

平
成
25
年
度
か
ら
29

年
度
の
５
年
間
で
料
金
収

入
が
約
２
億
８
０
０
０
万

円
減
少
し
て
い
る
。
将
来

の
人
口
減
少
や
節
水
機
器

の
普
及
な
ど
に
よ
り
、
給

水
人
口
や
水
道
使
用
量
が

減
れ
ば
収
入
が
減
り
、
水

道
事
業
の
経
営
は
厳
し
く

な
る
。
水
道
事
業
は
独
立

採
算
制
が
原
則
で
あ
り
、

今
後
、
水
需
要
の
減
少
に

よ
る
料
金
収
入
の
減
少
が

問問 答

答

安
全
・
安
定
的
な
水
の
供
給
を

問問

市
長
は
こ
の
間
、
議

会
と
の
適
切
な
関
係
を
議

員
に
説
明
し
た
い
と
言
っ

て
い
た
が
、
そ
の
き
っ
か

け
は
何
か
。

市
や
議
会
か
ら
出
さ

れ
た
西
貝
塚
環
境
セ
ン

タ
ー
の
入
札
に
関
す
る
調

査
報
告
書
で
指
摘
さ
れ
た

内
容
を
踏
ま
え
、
地
方
自

治
法
に
規
定
さ
れ
た
本
来

あ
る
べ
き
議
会
と
執
行
部

の
関
係
に
つ
い
て
、
全
議

員
に
説
明
し
た
い
と
考
え

た
。

昨
年
２
月
に
小
林
議

員
と
新
井
元
市
長
と
会
食

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

全
員
協
議
会
の
中
で
明
ら

か
に
な
っ
た
。
市
長
が
言

う
適
切
な
関
係
か
ら
逸
脱

し
た
行
為
で
は
な
い
か
。

先
輩
市
長
と
し
て
お

会
い
し
た
も
の
で
、
逸
脱

問問問

答答

答答答

市
長
が
言
う

議
会
と
の
適
切
な
関
係
と
は
何
か

答 答

答答

関
係
の
な
い
写
真
を
掲
載

　
　

報
告
書
は
捏
造
で
は
な
い
か

問 問

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
鴨
川
中
央
公
園
と
鴨
川

　
周
辺
環
境
の
改
善
を

●
図
書
館
行
政
の
充
実
を

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
中
高
老
年
期
の
健
康

　
維
持

●
北
上
尾
駅
西
口
花
壇
の

　
管
理
状
況

池野耕司
（上尾政策
フォーラム）

小林守利
（無会派）

北部浄水場

報告書に掲載された写真



平
成
30
年
度
上
尾
市

市
民
意
識
調
査
結
果
報
告

書
が
こ
と
し
３
月
に
発
表

さ
れ
た
。「
あ
な
た
が
地

域
の
防
犯
対
策
で
特
に
望

む
こ
と
は
何
で
す
か
」
と

い
う
設
問
に
対
し
、「
防

犯
カ
メ
ラ
の
増
設
な
ど
の

防
犯
に
か
か
わ
る
環
境
整

備
」
を
求
め
る
方
が
42
・

５
％
で
最
も
多
か
っ
た
。

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、

今
後
の
取
り
組
み
計
画
な

ど
は
あ
る
の
か
。

全
国
的
に
防
犯
カ
メ

ラ
が
犯
罪
捜
査
や
犯
罪
抑

止
に
一
定
の
効
果
を
得
て

い
る
こ
と
か
ら
、
市
と
し

て
も
そ
の
果
た
す
役
割
や

必
要
性
に
つ
い
て
認
識
し

て
い
る
。
防
犯
カ
メ
ラ
の

設
置
に
つ
い
て
は
、
市
が

直
接
設
置
・
管
理
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
地
域
の
防

問

犯
力
を
高
め
る
と
い
う
観

点
か
ら
も
、
地
域
の
協
力

を
得
な
が
ら
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
た
設
置
や
維
持

管
理
が
重
要
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

市
民
か
ら
、
信
号
機

に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し

て
は
ど
う
か
と
い
う
要
望

を
い
た
だ
い
た
。
市
と
し

て
の
見
解
は
。

信
号
機
に
つ
い
て

は
、
埼
玉
県
警
察
本
部
が

管
理
を
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
提
案
に
つ
い
て
は
上

尾
警
察
署
に
申
し
伝
え

る
。

以
上
を
占
め
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
被
害
の
多
く
が

上
尾
駅
周
辺
で
発
生
し
て

お
り
、
放
置
自
転
車
も
そ

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

上
尾
警
察
署
と
連
携
し

て
、
自
転
車
盗
の
要
因
の

一
つ
で
あ
る
放
置
自
転
車

対
策
に
取
り
組
む
こ
と

は
、
刑
法
犯
認
知
件
数
の

減
少
に
も
つ
な
が
り
、
大

変
意
義
が
あ
る
と
と
も
に

効
果
的
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

入
し
て
も
自
分
に
合
わ
な

い
、
調
整
が
難
し
い
と
い

う
声
も
聞
く
た
め
、
調
整

に
関
す
る
相
談
会
を
実
施

す
る
こ
と
も
要
望
す
る
。

　
障
害
者
手
帳
を
持
た
な

い
高
齢
者
が
、
経
済
的
な

理
由
で
補
聴
器
を
購
入
で

き
な
い
場
合
、
公
的
補
助

が
必
要
と
考
え
る
が
、
見

解
は
。認

知
症
予
防
の
一
つ

と
捉
え
、
県
内
自
治
体
の

動
向
を
見
な
が
ら
調
査
・

研
究
し
て
い
く
。

誰
も
が
楽
し
く
元
気

に
年
を
重
ね
、
生
き
が
い

が
持
て
る
街
に
す
る
こ
と

が
重
要
と
考
え
る
が
、
市

長
の
見
解
は
。

い
つ
ま
で
も
元
気
で

活
躍
で
き
る
街
に
す
る
た

め
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
。

市
は
、
放
置
自
転
車

の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
認

識
し
て
い
る
か
。

J
R
上
尾
駅
周
辺

は
、
放
置
自
転
車
の
撤
去

に
よ
り
一
時
的
に
は
整
然

と
さ
れ
た
環
境
に
な
る
。

し
か
し
、
時
間
の
経
過
と

と
も
に
放
置
さ
れ
る
自
転

車
が
増
え
て
く
る
な
ど
、

放
置
が
常
態
化
さ
れ
、
抜

本
的
な
解
決
に
は
至
っ
て

い
な
い
も
の
と
認
識
し
て

い
る
。上

尾
警
察
署
と
連
携

し
た
放
置
自
転
車
対
策
の

取
り
組
み
が
必
要
と
考
え

る
が
、
市
の
見
解
は
。

上
尾
警
察
署
に
よ
る

と
、
市
内
に
お
け
る
平
成

30
年
の
刑
法
犯
認
知
件
数

１
９
８
５
件
の
う
ち
、
自

転
車
盗
が
６
４
７
件
と
非

常
に
多
く
、
全
体
の
３
割

問問 答答 強
制
的
な
撤
去
で
は
な
く

放
置
自
転
車
が
生
ま
れ
な
い
対
策
を

平田通子
（日本共産党
上尾市議会議員団）

問問問

70
代
男
性
で
は
４
人

に
１
人
、
女
性
で
は
10
人

に
１
人
が
難
聴
と
言
わ
れ

て
い
る
。
国
際
ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
病
会
議
で
、
難
聴

が
認
知
症
に
つ
な
が
る
最

大
危
険
因
子
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
加
齢
性
難
聴

と
認
知
症
と
の
関
係
は
。

厚
生
労
働
省
が
策
定

し
た
「
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ

ン
」
で
、
認
知
症
の
危
険

因
子
に
難
聴
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

加
齢
性
難
聴
に
対
す

る
市
の
対
策
は
。

講
じ
て
い
な
い
。

早
め
に
対
策
を
し
、

適
正
に
補
聴
器
を
使
う
こ

と
で
認
知
症
を
予
防
で
き

る
。
市
と
し
て
、
65
歳
以

上
の
検
診
に
聴
力
検
査
を

実
施
す
る
こ
と
を
要
望
す

る
。
ま
た
、
補
聴
器
を
購

答答

答答

介
護
予
防
の
た
め

加
齢
性
難
聴
に
補
聴
器
の
補
助
を

答

答

防
犯
に
か
か
わ
る
環
境
整
備
推
進
を

問

大室　尚
（彩の会）

小川明仁
（無会派）

問
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そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち

　
の
学
び
の
保
障

●
非
核
平
和
活
動
の
推
進

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
西
口
都
市
整
備

●
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
今
後
の
動
向

●
ス
ポ
ー
ツ
推
進
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そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
小
中
学
校
へ
の
タ
ブ
レ

　
ッ
ト
導
入
後
の
状
況

●
地
域
の
課
題

●
行
政
課
題

放置された自転車（上尾駅西口）

市内に設置されている防犯カメラ



ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
を
活
用
し

　
　
　
　
　
　

計
画
的
な
改
修
を

定
方
法
は
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
。

募
集
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
広
報
誌
を
予
定

し
て
い
る
。
選
定
に
つ
い

て
は
、
特
定
募
集
型
と
提

案
募
集
型
が
あ
る
が
、
他

市
の
状
況
を
踏
ま
え
て
検

討
し
て
い
き
た
い
。

契
約
の
相
手
方
に
つ

い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
想

定
を
し
て
い
る
か
。

契
約
相
手
は
法
人
と

し
、
市
内
・
市
外
な
ど
の

募
集
範
囲
は
今
後
検
討
し

て
い
く
。

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ

を
実
施
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
な
ど
は
決
ま
っ
て
い
る

の
か
。具

体
的
な
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
定
ま
っ
て
い

な
い
が
、
調
査
・
検
討
を

し
っ
か
り
と
行
い
、
実
施

に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

斎藤哲雄
（彩の会）

上
尾
市
民
球
場
の
改

修
予
定
は
あ
る
の
か
。

今
後
、
長
寿
命
化
計

画
を
策
定
し
、
上
平
公
園

全
体
を
総
合
的
に
判
断
し

た
中
で
、
球
場
改
修
に
つ

い
て
は
検
討
し
て
い
く
。

球
場
改
修
を
含
め
維

持
管
理
、
改
修
費
用
の
捻

出
の
た
め
、
ネ
ー
ミ
ン
グ

ラ
イ
ツ
を
検
討
す
る
と
の

こ
と
だ
が
進
捗
状
況
は
。

先
進
事
例
研
究
と
し

て
、
７
月
に
調
査
研
究
、

８
月
に
本
庄
市
、
北
本
市

の
現
地
視
察
お
よ
び
聞
き

取
り
調
査
を
行
っ
た
。

野
球
場
に
つ
い
て
、

県
内
で
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ

ツ
を
実
施
し
て
い
る
市
町

村
は
ど
こ
か
。

本
庄
市
と
北
本
市
で

あ
る
。事

業
者
の
募
集
、
選

問問問問 答答答

答答答 問問

よ
う
に
行
っ
て
い
る
か
。

注
意
喚
起
な
ど
の
ア

ナ
ウ
ン
ス
や
、
民
地
へ
の

雨
水
浸
入
を
防
ぐ
た
め
、

依
頼
に
よ
り
土
の
う
の
配

布
を
行
っ
て
い
る
。ま
た
、

通
行
止
め
は
、
職
員
に
よ

る
パ
ト
ロ
ー
ル
の
他
、
警

察
や
消
防
、
市
民
か
ら
の

通
報
に
よ
り
行
う
と
と
も

に
、
道
路
冠
水
の
状
況
、

過
去
の
実
績
、
雨
量
予
測

な
ど
も
考
慮
し
な
が
ら
判

断
し
て
い
る
。

芝
川
第
三
学
童
保
育

所
の
前
面
道
路
の
道
路
冠

水
に
つ
い
て
、
保
護
者
か

ら
も
心
配
の
声
が
多
数
上

が
っ
て
い
る
。
学
童
施
設

が
目
の
前
に
あ
る
こ
と

を
、
管
理
者
で
あ
る
埼
玉

県
北
本
県
土
整
備
事
務
所

に
し
っ
か
り
と
伝
え
、
早

急
な
対
応
を
お
願
い
し
た

い
と
思
う
が
、
今
後
の
対

策
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
か
。

芝
川
第
三
学
童
保
育

所
に
つ
い
て
は
、
前
面
道

路
が
県
道
上
尾
久
喜
線
と

な
っ
て
い
る
。
道
路
冠
水

の
解
消
に
向
け
、
管
理
者

で
あ
る
県
へ
早
急
な
対
応

を
依
頼
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。道

路
が
冠
水
し
た
場

合
、
住
民
の
避
難
対
応
や

通
行
止
め
の
対
応
を
ど
の

問問 答

答

道
路
冠
水
の
解
消
に
向
け
て

　
　
　
　
　
　
　

早
急
な
対
応
を

新道龍一
（彩の会）

15
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降雨時に冠水する学童の前面道路

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
職
員
の
採
用

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

●
自
動
車
運
転
免
許
証
の

　
自
主
返
納

●
拉
致
問
題

決算特別委員会を設置決算特別委員会を設置
　市議会では、委員６人で構成する決算特別委
員会を設置し、平成30年度各会計歳入歳出決算
認定議案６件を閉会中の継続審査としました。
　委員会では、予算の執行状況などを審査し、
結果は12月定例会で報告します。

委 員 長 野本順一（彩の会）
副委員長 橋北富雄（公明党）
委 員 大室　尚（彩の会）
委 員 井上　茂（上尾政策フォーラム）
委 員 道下文男（公明党）
委 員 糟谷珠紀（共産党）

7 月 24 日／静岡県島田市　25 日／静岡県磐田市

議会報編集委員会 行政視察報告
新道龍一、戸野部直乃、尾花瑛仁、田中一崇、
海老原直矢、新藤孝子、戸口佐一

【出席委員】

　議会報編集委員会で静岡県島田市・磐田市の議会報につ
いて行政視察を実施しました。
　両市議会とも「手に取って読んでもらえる」誌面作りに
取り組んでおり、編集方法
や、誌面リニューアルの経
緯、その結果などについて、
貴重な話を聞く機会となり
大変参考になりました。視
察で得られた内容は次期委
員会や今後の誌面作りに生
かしていきます。 議会報編集委員会の視察（島田市）

し
ん
ち
ょ
く
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委員会活動 R１.７.16 ～ R１.10.15
12月定例会日程（案）

開会
質疑、委員会付託
委員会
（総務、都市整備消防）
委員会
（文教経済、健康福祉）
一般質問
閉会

12月11日

12日

13日

16 ～ 19日
24日

※開議時間は午前9時30分を予定
　しています。

＊12月定例会は、12月11日
  （水）に開会予定です。 

　請願、陳情、要望の提出
期限は、12月５日（木）
までとなります。
　上尾市議会ではイン
ターネットを利用した議
会中継（ライブおよび録
画）を行っております。
　詳しくは、議会事務局
（☎775-9467）へお問い
合わせください。

委 員 長
副委員長
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員

新道　 龍一
戸野部直乃
尾 花　瑛 仁
田 中　一 崇
海老原直矢
新 藤　孝 子
前 島　る り
戸 口　佐 一

上尾市議会HPアドレス

議会報編集委員会

http://www.city.ageo. 
　  lg.jp/site/shigikai/

「議会だより」は再生紙を使用しています

９月定例会最終日の９月20日、議員提出議案として意見書１件を提出し、
可決しました。可決した意見書の件名と提出先は次のとおりです。

◆高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書
提出先⇒内閣総理大臣　総務大臣　経済産業大臣　国土交通大臣　衆議院議長　
　　　　参議院議長

－意見書１件を原案可決－

月・日 案　　　　件委 員 会 名

総務常任委員会

9/4
9/25
9/26
9/27

10/1

８/９・26
９/５

７/17
９/17

８/9
8/27
9/18
9/24
10/3
10/15

８/６・20

９/６文 教 経 済
常 任 委 員 会

議 会 改 革
特 別 委 員 会

小敷谷地内フェンス
ブロック擁壁撤去･
新設工事の経緯
に 関 す る 調 査
特 別 委 員 会

決 算 特 別
委 員 会

議会運営委員会

・継続審査中の議案１件を審査
・９月定例会提出議案７件、継続審査中の
議案１件、請願１件を審査

・正副委員長の互選
・委員会運営方針についてなど
・執行部に対する質疑など
・調査方法についてなど
・参考人招致など
・証人の出頭日時変更について

・正副委員長の互選、審査方針の決定
・一般会計歳入および歳出（総務関係）について審査
・一般会計歳出（健康福祉、環境経済関係）について審査
・一般会計歳出（教育、都市整備消防関係）、財産に関する
調書について審査

・特別会計、水道事業会計について審査、総括

・政治倫理条例、全員協議会の報告内容について

・議会運営について協議（協議回数３回）
・議会運営について協議（協議回数４回）

・請願４件を審査

・「あげお議会だよりNo.190」の内容について協議
・「あげお議会だよりNo.191」の内容について協議

・９月定例会提出議案５件を審査

９/５ ・９月定例会提出議案13件を審査都 市 整 備 消 防
常 任 委 員 会

９/６

８/７・９
８/27・30
～９/20
９/９

・９月定例会提出議案７件を審査健 康 福 祉
常 任 委 員 会

議 会 報
編 集 委 員 会

AGEO CITY No.191令和元年 11 月号 / 議会だより

▲総務常任委員会の審査 ▲都市整備消防常任委員会の審査
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